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解体撤去から搬出までの流れ 

以下の方法によりクリアランス対象物を安全に管理する。 
・測定方法について国の認可を得る。 
・認可を得た方法で測定を実施する。 
・測定方法や結果を国が確認する。（一部抜き取りで測定） 
⇒確認後、搬出待ちエリアで保管する。 
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